
  

令和２年度浄化槽管理士研修  実施要領  

 

１．開催日程、会場等  

地区  日程  定員  会場  駐車場  

筑後  

令和３年  

１月 28 日（木）  
100 名  久留米ビジネスプラザ  

アルカディアホール  

（久留米市宮ノ陣 4 - 29 - 11）  

あり  

無料  
１月 29 日（金）  100 名  

筑豊  

２月  ３日（水）  100 名  イイヅカコスモスコモン  

展示ホール  

（飯塚市飯塚 14 - 66）  

あり  

有料  
２月  ４日（木）  100 名  

北九州  ２月  ５日（金）  100 名  
行橋商工会議所３階大研修室  

（行橋市中央 1 - 9 - 50）  

あり  

無料  

福岡  ２月 15 日（月）  300 名  

福岡国際会議場  

２階多目的ホール  

（福岡市博多区石城町 2 - 1）  

あり  

有料  

  どの会場で受講されても構いません。  

  感染症感染拡大防止のため、人数を制限していますのでご注意ください。 

 
２．受講申し込みについて  

  「令和２年度浄化槽管理士研修」受講申請書（別紙 1）に必要事項をご記

入の上、令和２年１２月２３日（水）までに FA X（ 09 2- 947- 363 6）でお

申し込みください。  

 

＊福岡県・政令市の条例には、経過措置が設けられており、登録更新時期に

よって、受講が必要となる時期（年度）が異なります。別添の自己チェッ

クシートをご活用いただき、研修を受講する時期をご計画ください。  

＊県外 で同様 の研修 を修 了され ても 、 福 岡県並 びに北 九州市 、福 岡市及 び   

久留米市では、登録要件として認めておりませんのでご注意ください。  
 

３．受講料について  

  受講料は、受講者 1 人あたり 10,000 円です（消費税、テキスト代を含む）。  

  受講お申し込み後、令和３年１月８日（金）までに、受講者分をまとめて

以下の振込先までお振込みいただきますようお願い申し上げます。  

  大変申し 訳ござ いません が、振 込手数 料 は御社で ご負担 いただき ます よ

うお願いいたします。  

  浄化槽管理 士研修 専用口 座です。 検査手 数料 等の振 り込み 口座と は異 な

りますのでご注意ください。  

【受講料振込先】  

金 融 機 関 名 ： 福岡銀行  篠栗支店  

口 座 番 号 ： 普通  ４４３３９４  

口 座 名 義 人 ： 一般財団法人福岡県浄化槽協会  

４．受講票について  

  受講申し込みと受講料の入金を確認後、所属する事業所（事業所に所属さ

れていない場合は受講者ご本人様）あてに受講票をお送りします。  

 

５．留意事項  

 （ １）持参品について  

    受講票、筆記用具、身分証明書（運転免許証等、顔写真及び生年月日



  

の記載があるもの）をご持参ください。  

 （２）受付について  

  13： 00 までに必ず受付を行ってください。  

  受付で「受講票」と「身分証明書」を提示してください。  

 （ ３）カリキュラムについて  

時刻  時間  項目  科目  

1 3 : 0 0  1 0 分  オリエ ンテ ーショ ン  

1 3 : 1 0  5 0 分  

浄化槽 行政 の動向  

 

（ １ ） 浄化 槽を取 り巻 く環境 の変 化  

（ ２） 法改 正の内 容  

（ ３） 助成 制度  

1 4 : 0 0  3 0 分  

地域に おけ る浄化 槽情 報  

 
（ １ ） 福岡 県内に おけ る浄化 槽の 整備 状況  

（ ２） 福岡 県にお ける 浄化槽 施策 の動 向  

1 4 : 3 0  1 3 0 分  

浄化槽 の構 造と機 能  

 
（ １ ） 新し い浄化 槽の 構造と 機能  

（ ２） 既存 型式の 仕様 変更  

浄 化槽 の保 守点検 と清 掃  

 

（ １ ） 新し い浄化 槽の 保守点 検と 清掃  

（ ２） 休止 時の留 意事 項  

（ ３ ）転換 浄化 槽にお ける 初回 の保守 点検 時 の留意 事項  

（ ４） 改善 事例（ トラ ブルシ ュー ティ ング）  

（ ５） 保守 点検・ 清掃 の記録 票の 活用  

1 6 : 4 0  2 0 分  考査  

1 7 : 0 0  1 0 分  修了証 書交 付  

  カリキュラムの順序・時間は、変更する場合があります。  

  遅刻した場合は、研修を修了したと認められない場合があります。  

（４）考査について  

  考査は、研修を指定した行政機関が研修効果を確認するとともに、受

講 者 の 方 々 に 研 修 の 理 解 状 況 を ご 確 認 し て い た だ く た め に 実 施 す る

ものです（問題は、選択肢から答えを選んでいただく方式 です）。  

  「答案用紙」は、ご記名の上、ご提出ください。また、後で理解状況

の確認ができるよう、問題用紙にも答案の記載をお願いします。  

  考査修了後、全受講者を対象に修了証書を交付しますので、考査は必

ず受けてください。  

  考査終了後に「答え」 を配付します。 各 自で「問題用紙」と「 答え」

を持ち帰り、ご自身の理解状況の確認に活用してください。  

（５）新型コロナウイルス等感染症対策について  

  マスクの着用、会場入り口での検温及び手指の消毒にご協力をお願い

します。  

  新型コロナウイルス感染症に罹患し完治していない方、濃厚接触者に

該当する方、 37.5 度 以上の熱や咳、咽頭痛等の風邪症状が続く、強

いだるさ、息苦しさ等の症状がある方 等は受講をご遠慮願います。  


